
【市町村等の取組目標】

年度 具体的な取組目標

令和８年度 １つ以上の地域クラブ活動の実施（次年度以降も継続して実施）

令和９年度 自治体内の休日実施している学校部活動数の２０％以上を地域クラブ活動へ展開

令和10年度 自治体内の休日実施している学校部活動数の５０％以上を地域クラブ活動へ展開

令和11年度 自治体内の休日実施している学校部活動数の７０％以上を地域クラブ活動へ展開

令和12年度 自治体内の休日実施している全ての学校部活動を地域クラブ活動へ展開

令和13年度 休日の地域クラブ活動の持続的な実施及び平日を含む活動へ拡大

・「自治体内の休日実施している学校部活動」とは・・・
各学校に設置されている全ての部活動（常設部及び特設部）のうち、休日に教員・
部活動指導員・外部指導者のもとで活動（練習や大会参加）している部活動を指す。
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